
 

 

                           新 潟 県 

                     関 川 村 

 

令和４年 11月３日 

                            

ミサイルに関する情報のＪアラートによる伝達不具合の発生について 

 

本日、午前７時 50 分以降に、国が全国瞬時警報システム（Ｊアラート）により村

へ伝達した北朝鮮の弾道ミサイル発射に関する情報について、当村では自動で防災

行政無線により伝達することとなっていますが、設備の不具合により村民皆様への

伝達がされませんでした。ご迷惑、ご心配をおかけしましたことお詫び申し上げま

す。 

不具合が発生した原因は、現在調査中です。 

 
記 

 

１ 村民に伝達されなかった情報 

  令和４年 11月３日（木）午前７時 50 分以降に、国がＪアラートで発出した弾道

ミサイルに関する情報 

 

２ 不具合の原因 

  現在、調査中 

 

３ 当面の対応について 

  不具合が解消されるまでは、防災行政無線等（手動操作）により情報発信しま

す。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 【本件についてのお問合せ先】 

総務課 総務班 0254-64-1476（直通） 

報道資料 


